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報告第１号 
 

   専決処分の承認を求めるについて 

 
 次の事件は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定により別紙のとおり専決処分をしたので、

同条第３項の規定により報告し、承認を求める。 
 
  平成３０年９月５日提出 
 
                               泉南市長 竹 中 勇 人 
 
１ 平成３０年度大阪府泉南市一般会計補正予算（第３号） 
 
専決理由 
 平成３０年７月豪雨災害による被災に伴い、緊急対応が必要な災害復旧事業に要する経費について予算措置する必要が生

じたことから、専決処分したものである。 
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専決甲第５号 
 

平成３０年度大阪府泉南市一般会計補正予算（第３号） 

 

平成３０年度大阪府泉南市の一般会計補正予算（第３号）は、次に定めるところによる。 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１０，９００千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 

２４，０８０，９７５千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出

予算補正」による。 

（地方債の補正） 

第２条 地方債の補正は、「第２表 地方債補正」による。 

 

 平成３０年７月２６日専決 

  

泉南市長 竹 中 勇 人 
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第２表　地方債補正

１  追  加

起 債 の 目 的 限 度 額 起債の方法 利 率 備 考

　　千円 年％以内 年以内

政　府

災害復旧事業 10,400 普通貸借 6 大阪府

(証書借入) 地方公共団体金融機構 10

又　　は 銀　行

証券発行 その他

（ただし、利率見直し方式
で借り入れる政府資金及び
地方公共団体金融機構資金
について、利率の見直しを
行った後においては当該見
直し後の利率）

2

年以内

年賦又は半年賦、元利
均等償還若しくは元金
均等償還、又は満期一
括償還

左記の条件の範囲内におい
て借入先に融通条件がある
場合は、その条件に従うこ
とができる。また、財政の
都合により、償還期限及び
据置期間を短縮し、又は繰
上償還若しくは低利に借り
換えることができる。

償還の方法

資 金 区 分 償還期限
左のうち

償還方法 その他
据置期間
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（単位：千円）

当 該 年 度 中 当 該 年 度 末 当 該 年 度 中 当 該 年 度 末

起 債 見 込 額 現 在 高 見 込 額 起 債 見 込 額 現 在 高 見 込 額

2. 0 91,311 10,400 101,711

(1) 土 木 0 89,311 6,700 96,011

(2) 農 林 0 2,000 3,700 5,700

2,358,100 27,947,855 2,368,500 27,958,255計

地方債現在高の補正調書

区 分

補 正 前 の 額 補 正 後 の 額

災 害 復 旧 債
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参   考 款   別   現   計   予   算   表
１．歳 入

（単位：千円・％）

款 現 計 予 算 額 今 回 予 算 額 計 比     率

(1) 市 税     9,001,090     9,001,090  37.4

(2) 地方譲与税 154,400   154,400   0.6

(3) 利子割交付金 9,700    9,700 －

(4) 配当割交付金 46,700   46,700   0.2

(5) 株式等譲渡所得割交付金 46,700 46,700   0.2

(6) 地方消費税交付金     1,160,100     1,160,100   4.8

(7) ゴルフ場利用税交付金 47,400 47,400   0.2

(8) 自動車取得税交付金 61,000 61,000   0.3

(9) 地方特例交付金 46,200  46,200   0.2

(10)地方交付税     2,673,470  2,673,470  11.1

(11)交通安全対策特別交付金 10,221 10,221 －

(12)分担金及び負担金     1,001,248     1,001,248   4.2

(13)使用料及び手数料 370,453 370,453   1.5

(14)国庫支出金     3,922,839  3,922,839  16.3

(15)府支出金     1,820,893   1,820,893   7.6

(16)財産収入 66,871      66,871   0.3

(17)寄　附　金 164,215    164,215   0.7

(18)繰　入　金 900,204 500 900,704   3.7

(19)諸　収　入 208,271    208,271   0.9

(20)市 債     2,358,100     10,400     2,368,500   9.8

歳     入     合     計    24,070,075 10,900    24,080,975 100.0
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２．歳       出

（単位：千円・％）

款 現 計 予 算 額 今 回 予 算 額 計 比     率

(1) 議　会　費                                            225,631       225,631   0.9

(2) 総　務　費                                          2,088,288     2,088,288   8.7

(3) 民　生　費                                         10,642,377    10,642,377  44.2

(4) 衛　生　費                                          3,114,221     3,114,221  12.9

(5) 農林水産業費                                          151,675       151,675   0.6

(6) 商　工　費                                             86,614        86,614   0.4

(7) 土　木　費                                          1,535,087     1,535,087   6.4

(8) 消　防　費                                          1,002,995     1,002,995   4.2

(9) 教　育　費                                          1,920,806     1,920,806   8.0

(10)公　債　費                                          2,988,039     2,988,039  12.4

(11)諸支出金                                              294,342       294,342   1.2

(12)予　備　費                                             20,000        20,000   0.1

(13)災害復旧費                                             10,900        10,900 －

歳     出     合     計    24,070,075        10,900    24,080,975 100.0

14



報告第２号 

  

平成２９年度決算に基づく泉南市健全化判断比率について 

 

 地方公共団体の財政の健全化に関する法律（平成１９年法律第９４号）第３条第１項の規定により、平成２９年度決算に

基づく泉南市健全化判断比率を監査委員の意見を付けて次のとおり報告する。 

 

  平成３０年９月５日提出 

 

泉南市長 竹 中 勇 人 

 

 

平成２９年度決算に基づく泉南市健全化判断比率 

（単位：％） 

実質赤字比率 連結実質赤字比率 実質公債費比率 将来負担比率 

― 

（１２．９６） 

― 

（１７．９６） 

 １２．０ 

（２５．０） 

１０４．９ 

（３５０．０） 

 ※実質赤字比率及び連結実質赤字比率は赤字額がないため「－」と記載している。 

 ※本市の早期健全化基準を括弧内に記載している。 

 

15



白  紙 

16

kagotani2320
長方形



泉南監報告第 １０ 号 

平成３０年８月１４日 

泉南市長 竹 中 勇 人 様 

泉南市監査委員  市 橋 直 子 

泉南市監査委員  竹 田 光 良 

 

平成２９年度泉南市財政健全化判断比率審査意見について 

 

 地方公共団体の財政の健全化に関する法律（平成１９年法律第９４号）第３条第１項の規定により審査に付された、平成

２９年度泉南市財政健全化判断比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類を審査しましたので、次のとおり意見を

提出します。 

 

平成２９年度泉南市財政健全化判断比率審査意見書 

 

１ 審査の概要 

 この審査は、市長から提出された健全化判断比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類が、法令等に基づき適

正に作成されているかどうかを主眼として実施した。 

 

２ 審査の結果 

⑴ 総合意見 

 審査に付された下記、健全化判断比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類は、いずれも適正に作成され

ているものと認められる。 

 いずれの比率も早期健全化基準未満であり、「財政健全化計画」策定を要しない。 

17



記 

（単位：％） 

健全化判断比率 平成２８年度 平成２９年度 早期健全化基準 

① 実質赤字比率 ― ―     １２．９６ 

② 連結実質赤字比率 ― ―     １７．９６ 

③ 実質公債費比率   １２．２   １２．０   ２５．０ 

④ 将来負担比率 １０７．２ １０４．９ ３５０．０ 

※「―」は実質赤字額・連結実質赤字額がないことを示す。 

 

⑵ 個別意見 

① 実質赤字比率について 

 平成２９年度の実質収支は黒字であるため、実質赤字比率は算定されない。 

② 連結実質赤字比率について 

 平成２９年度の連結実質収支は黒字であるため、連結実質赤字比率は算定されない。 

③ 実質公債費比率について 

 平成２９年度の実質公債費比率は１２．０％となっており、早期健全化基準の２５．０％未満である。 

④ 将来負担比率について 

 平成２９年度の将来負担比率は１０４．９％となっており、早期健全化基準の３５０．０％未満である。 

 

⑶ 是正改善を要する事項 

 特に指摘すべき事項はない。 

18



報告第３号 

 

平成２９年度大阪府泉南市下水道事業特別会計決算に基づく資金不足比率について 

 

 地方公共団体の財政の健全化に関する法律（平成１９年法律第９４号）第２２条第１項の規定により、平成２９年度大阪

府泉南市下水道事業特別会計決算に基づく資金不足比率を監査委員の意見を付けて次のとおり報告する。 

 

平成３０年９月５日提出 

 

泉南市長 竹 中 勇 人 

 

 

平成２９年度決算に基づく資金不足比率 

（単位：％） 

※資金不足額がないため「－」と記載している。

会計の名称 資金不足比率 経営健全化基準 備  考 

下水道事業特別会計 － ２０．０ 

地方公共団体の財政の健全化に関する法律

施行令（平成 19 年政令第 397 号）第 17 条

の規定により事業の規模を算定 
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泉南監報告第 １１ 号 

平成３０年８月１４日 

泉南市長 竹 中 勇 人 様 

泉南市監査委員  市 橋 直 子 

泉南市監査委員  竹 田 光 良 

 

平成２９年度泉南市下水道事業特別会計資金不足比率審査意見について 

 

 地方公共団体の財政の健全化に関する法律（平成１９年法律第９４号）第２２条第１項の規定により審査に付された、平

成２９年度泉南市下水道事業特別会計の資金不足比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類を審査しましたので、

次のとおり意見を提出します。 

 

平成２９年度泉南市下水道事業特別会計資金不足比率審査意見書 

 

１ 審査の概要 

 この審査は、市長から提出された資金不足比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類が、法令等に基づき適正

に作成されているかどうかを主眼として実施した。 

 

２ 審査の結果 

⑴ 総合意見 

 審査に付された下記、資金不足比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類は、いずれも適正に作成されて

いるものと認められる。 
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記 

 

（単位：％） 

比 率 名 平成２８年度 平成２９年度 経営健全化基準 

資金不足比率 ― ― ２０．０ 

※「―」は資金不足額がないことを示す。 

 

⑵ 個別意見 

   平成２９年度は資金不足額がないため、資金不足比率は算定されない。 

 

⑶ 是正改善を要する事項 

   特に指摘すべき事項はない。 
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報告第４号 
 

平成２９年度泉南市水道事業会計決算に基づく資金不足比率について 

 
地方公共団体の財政の健全化に関する法律（平成１９年法律第９４号）第２２条第１項の規定により、平成２９年度泉南

市水道事業会計決算に基づく資金不足比率を別紙監査委員の意見を付けて次のとおり報告する。 
 

平成３０年９月５日提出 
   

   泉南市長 竹 中 勇 人         

 

 

平成２９年度決算に基づく資金不足比率 

（単位：％） 

※資金不足額がないため「－」と記載している。 

 

会計の名称 資金不足比率 経営健全化基準 備  考 

 水道事業会計 － ２０．０ 

地方公共団体の財政の健全化に関する法

律施行令（平成 19 年政令第 397 号）第 17

条の規定により事業の規模を算定 
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泉南監報告第 １２ 号 

平成３０年８月１４日 

泉南市長 竹中 勇人 様 

 泉南市監査委員  市 橋  直 子    

     泉南市監査委員  竹 田  光 良    

 

平成２９年度泉南市水道事業会計資金不足比率審査意見について 

 

 地方公共団体の財政の健全化に関する法律（平成１９年法律第９４号）第２２条第１項の規定により審査に付された、平

成２９年度泉南市水道事業会計の資金不足比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類を審査しましたので、次のと

おり意見を提出します。 

 

平成２９年度泉南市水道事業会計資金不足比率審査意見書 

 

１ 審査の概要 

  この審査は、市長から提出された資金不足比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類が、法令等に基づき適正

に作成されているかどうかを主眼として実施した。 

 

２ 審査の結果 

（１）総合意見 

 審査に付された下記、資金不足比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類は、いずれも適正に作成されてい

るものと認められる。 
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記 
 
（単位：％） 

比 率 名 平成２８年度 平成２９年度 経営健全化基準 
資金不足比率 ― ― ２０．０ 

※「―」は資金不足額がないことを示す。 
 
（２）個別意見 

 平成２９年度は資金不足額がないため、資金不足比率は算定されない。 
 
（３）是正改善を要する事項 

 特に指摘すべき事項はない。 
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議案第１号 
 

   訴えの提起について 

 
地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９６条第１項第１２号の規定により、下記のとおり、建物収去土地明渡請求の

訴えを提起したいので、議会の議決を求める。 
 

  平成３０年９月５日提出 

 

                               泉南市長 竹 中 勇 人 

 

記 
 
１ 当事者 

原告 泉南市樽井地区財産区 管理者 泉南市長 竹中 勇人 
 

被告 ①○○ ○○（泉南市内） 
  ②○○ ○○（泉南市外） 
  ③○○ ○○（泉南市内）           
  ④○○ ○○（泉南市内） 
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  ⑤○○ ○○（泉南市内） 
  ⑥○○ ○○（泉南市外） 
  ⑦○○ ○○（泉南市内） 

 
２ 請求の要旨 

原告は、被告に対し、泉南市樽井地区財産区財産たる土地（泉南市○○○○番）上に存在する○○ ○○名義の建物

を収去し当該土地を明け渡せとの判決を求める訴えを提起するものである。 
 

３ 請求の理由 
被告①～⑦は、いずれも、当該泉南市樽井地区財産区財産たる土地上に無権原で建築された建物の登記簿上の所有者

（○○ ○○）の法定相続人である。被告のうち①は、当該建物に居住しているところ、原告は、去る平成２９年第３

回泉南市議会定例会にて承認を得て、①に対し①が使用する当該財産区財産の払下げ又は貸付を求める調停を佐野簡易

裁判所に申し立てた（平成２９年（○）第○号）。以後調停を重ねたものの折合がつかず、平成３０年７月５日に調停

不成立となった。よって、請求の要旨記載のとおりの請求を行うものである。 
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議案第２号 
 

   訴えの提起について 

 
地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９６条第１項第１２号の規定により、下記のとおり、建物収去土地明渡請求の

訴えを提起したいので、議会の議決を求める。 
 

  平成３０年９月５日提出 

 

                               泉南市長 竹 中 勇 人 

 

記 
 
１ 当事者 

原告 泉南市樽井地区財産区 管理者 泉南市長 竹中 勇人 
 

被告 ○○ ○○（泉南市内） 
            

２ 請求の要旨 
原告は、被告に対し、泉南市樽井地区財産区財産たる土地（泉南市○○○○番）上に存在する被告名義の建物を収去
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し当該土地を明け渡せとの判決を求める訴えを提起するものである。 
 
３ 請求の理由 

被告は、当該泉南市樽井地区財産区財産たる土地上に無権原で建築された建物の登記簿上の所有者である。原告は、

去る平成２９年第３回泉南市議会定例会にて承認を得て、被告に対し、当該財産区財産の払下げ又は貸付を求める調停

を佐野簡易裁判所に申し立てた（平成２９年（○）第○号）。以後調停を重ねたものの折合がつかず、平成３０年７月

１９日に調停不成立となった。よって、請求の要旨記載のとおりの請求を行うものである。 
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議案第３号 

 

泉南市八幡山区公共下水道事業分担金に関する条例の制定について 

 

泉南市八幡山区公共下水道事業分担金に関する条例を別紙のように定める。 

 

平成３０年９月５日提出 

 

                  泉南市長 竹 中 勇 人 

 

提案理由 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２２４条の規定に基づき、本市が実施する八幡山区公共下水道事業に要する費

用の一部に充てるため、受益者から分担金を徴収する必要があることから、本条例を提案するものである。 
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泉南市条例第 号 

 

泉南市八幡山区公共下水道事業分担金に関する条例 

 

（趣旨） 

第１条 この条例は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２２４条の規定に基づき、泉南市八幡山区に係る公共下水

道事業に要する費用の一部に充てるための分担金（以下「分担金」という。）の賦課徴収について、必要な事項を定める

ものとする。 

（受益者） 

第２条 この条例において「受益者」とは、泉南市八幡山区に係る公共下水道事業により築造される公共下水道の排水区域

（以下「排水区域」という。）内に存する土地の所有者をいう。ただし、地上権、質権又は使用貸借若しくは賃貸借によ

る権利（一時使用のために設定された地上権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利を除く。以下「地上権等」とい

う。）の目的となっている土地については、それぞれ地上権者、質権者、使用借主又は賃借人をいう。 

（分担金の額） 

第３条 受益者が負担する分担金の額は、当該受益者が平成３１年７月１日又は次条第２項の規定により公告した日現在に

おいて所有し、又は地上権等を有する土地一区画につき２６１，０００円とする。 

（賦課対象区域の決定等） 

第４条 市長は、分担金を賦課しようとする区域（以下「賦課対象区域」という。）及び賦課対象区域内の土地の区画数を

定め、これを公告しなければならない。 

２ 前項の公告をした日以降新たに賦課対象区域を定めたとき又は新たに土地の区画が生じたときは、その都度その内容を

37



公告しなければならない。 

（分担金の賦課及び徴収） 

第５条 市長は、第３条の規定に基づき受益者ごとに分担金の額を定め、これを賦課するものとする。 

２ 市長は、前項の規定にかかわらず、賦課対象区域内に存する土地が次の各号のいずれかに該当する場合については、当

該受益者の申請により分担金の賦課を保留することができる。ただし、賦課の保留に係る要件を欠くに至ったときは、賦

課の保留を取り消し、要件を欠くに至った日の属する年度に分担金を賦課するものとする。 

⑴ 汚水発生源のない土地 

⑵ その他市長が特別な理由があると認めた土地 

３ 市長は、第１項及び前項ただし書の規定により分担金の額を定めたときは、当該分担金の額及びその納期を受益者に通

知しなければならない。 

４ 分担金は、６年に分割して徴収するものとする。ただし、受益者が一括納付の申出をしたときは、この限りでない。 

（受益者の申告等） 

第６条 受益者は、市長の定める日までに受益者であることを市長に申告しなければならない。 

２ 前項の規定により申告を行う場合において、同一の土地について２人以上の所有者があるときは、代表者を定め、代表

者がこれを行うものとする。 

３ 受益者は、分担金の納付が終わるまでの間、受益者の変更があったときは、当該変更に係る当事者の一方又は双方がそ

の旨を市長に届け出なければならない。この場合において、新たに受益者となった者は、従前の受益者の地位を承継する

ものとする。 

４ 市長は、第１項の申告若しくは前項の届出がないとき又はこれらの内容が事実と異なると認めたときは、申告又は届出

によらず、職権で事実を認定することができる。 

（準用） 
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第７条 泉南市下水道事業受益者負担等に関する条例（平成５年泉南市条例第２号）第６条（徴収猶予）、第７条（減免）、

第９条（督促状）及び第１０条（延滞金）の規定は、泉南市八幡山区に係る公共下水道事業の分担金について準用する。 

（適用除外） 

第８条 泉南市八幡山区に係る公共下水道事業については、前条の規定によるもののほか、泉南市下水道事業受益者負担等

に関する条例の規定は、これを適用しない。 

（規則への委任） 

第９条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。 

   附 則 

 この条例は、平成３０年１０月１日から施行する。 
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議案第４号 

 

泉南市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の

一部を改正する条例の制定について 
 

泉南市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例を別紙のよう

に定める。 

 

平成３０年９月５日提出 

 

                  泉南市長 竹 中 勇 人 

 

提案理由 

 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律（平成１８年法律第７７号）の一部が改正され

たことに伴い、所要の措置を講じる必要から、本条例を提案するものである。 
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泉南市条例第 号 

 

泉南市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の

一部を改正する条例 
 

泉南市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例（平成２６年泉南市条例第１４号）

の一部を次のように改正する。 

第１５条第１項第２号中「同条第９項」を「同条第１１項」に改める。 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 
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議案第５号 

 

泉南市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条

例の制定について 
 

泉南市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例を別紙のように定める。 

 

平成３０年９月５日提出 

 

                  泉南市長 竹 中 勇 人 

 

提案理由 

 家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準（平成２６年厚生労働省令第６１号）の一部が改正されたことに伴い、所

要の措置を講じる必要から、本条例を提案するものである。 

 

 

 

 

 

45



白  紙 

46

kagotani2320
長方形



泉南市条例第 号 

 

泉南市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条

例 
 

泉南市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例（平成２６年泉南市条例第１５号）の一部を次のよう

に改正する。 

第６条第２号中「いう。」の次に「以下この条において同じ。」を加え、同条に次の２項を加える。 

２ 市長は、家庭的保育事業者等による代替保育の提供に係る連携施設の確保が著しく困難であると認める場合であって、

次の各号に掲げる要件の全てを満たすと認めるときは、前項第２号の規定を適用しないことができる。 

⑴ 家庭的保育事業者等と次項の連携協力を行う者との間でそれぞれの役割の分担及び責任の所在が明確化されているこ

と。 

⑵ 次項の連携協力を行う者の本来の業務の遂行に支障が生じないようにするための措置が講じられていること。 

３ 前項の場合において、家庭的保育事業者等は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める者を第

１項第２号に掲げる事項に係る連携協力を行う者として適切に確保しなければならない。 

⑴ 当該家庭的保育事業者等が家庭的保育事業等を行う場所又は事業所（次号において「事業実施場所」という。）以外

の場所又は事業所において代替保育が提供される場合 第２７条に規定する小規模保育事業Ａ型若しくは小規模保育事

業Ｂ型又は事業所内保育事業を行う者（次号において「小規模保育事業Ａ型事業者等」という。） 

⑵ 事業実施場所において代替保育が提供される場合 事業の規模等を勘案して小規模保育事業Ａ型事業者等と同等の能

力を有すると市が認める者 

第１６条第２項に次の１号を加える。 
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⑶ 保育所、幼稚園、認定こども園等から調理業務を受託している事業者のうち、当該家庭的保育事業者等による給食の

趣旨を十分に認識し、衛生面、栄養面等、調理業務を適切に遂行できる能力を有するとともに、利用乳幼児の年齢及び

発達の段階並びに健康状態に応じた食事の提供や、アレルギー、アトピー等への配慮、必要な栄養素量の給与等、乳幼

児の食事の内容、回数及び時機に適切に応じることができる者として市が適当と認めるもの（家庭的保育事業者が第２

２条に規定する家庭的保育事業を行う場所（第２３条第２項に規定する家庭的保育者の居宅に限る。附則第２条第２項

において同じ。）において家庭的保育事業を行う場合に限る。） 

第４５条中「第６条第１号」を「第６条第１項第１号」に改める。 

附則第２条中「行う者」の次に「（次項において「施設等」という。）」を加え、同条に次の１項を加える。 

２ 前項の規定にかかわらず、施行日後に家庭的保育事業（第２２条に規定する家庭的保育事業を行う場所において実施さ

れるものに限る。）の認可を得た施設等については、施行日から起算して１０年を経過する日までの間は、第１５条、第

２２条第４号（調理設備に係る部分に限る。）及び第２３条第１項本文（調理員に係る部分に限る。）の規定は、適用し

ないことができる。この場合において、当該施設等は、第３条第１項に規定する利用乳幼児への食事の提供を同項に規定

する家庭的保育事業所等内で調理する方法（第１０条の規定により、当該家庭的保育事業所等の調理設備又は調理室を兼

ねている他の社会福祉施設等の調理施設において調理する方法を含む。）により行うために必要な体制を確保するよう努

めなければならない。 

 附則第３条中「第６条本文」を「第６条第１項」に改める。 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 
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議案第６号 

 

泉南阪南共立火葬場条例等の一部を改正する等の条例の制定について 

 

泉南阪南共立火葬場条例等の一部を改正する等の条例を別紙のように定める。 

 

平成３０年９月５日提出 

 

                  泉南市長 竹 中 勇 人 

 

提案理由 

 泉南阪南共立火葬場の管理運営に関し必要な事項を定めるとともに、所要の改正を行う必要があることから、本条例を提

案するものである。 
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泉南市条例第 号 

 

泉南阪南共立火葬場条例等の一部を改正する等の条例 

 

 （泉南阪南共立火葬場条例の一部改正） 

第１条 泉南阪南共立火葬場条例（平成３０年泉南市条例第４号）の一部を次のように改正する。 

第３条の見出しを「（指定管理者による管理）」に改め、同条中「ことができる」を「ものとする」に改める。 

第４条中「市長が別に」を「規則で」に改め、同条を第１６条とし、第３条の次に次の１２条を加える。 

（管理の基準） 

第４条 指定管理者は、この条例及びこの条例に基づく規則その他市長の定めるところに従い、火葬場の管理を行わなけ

ればならない。 

（指定管理者が行う業務） 

第５条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。 

⑴ 火葬の執行に関する業務 

⑵ 火葬場の施設（以下「施設」という。）の使用許可に関する業務 

⑶ 施設及び設備の維持管理に関する業務 

⑷ 前３号に掲げるもののほか、火葬場の運営に関する事務のうち、市長のみの権限に属する事務を除き、市長が必

要と認める業務 

（開場時間） 

第６条 火葬場の開場時間は、午前９時から午後６時までとする。ただし、別表多目的室午後６時から翌日の午前９時ま
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での区分について許可した場合においては、これを翌日の午前９時までとする。 

２ 前項の規定にかかわらず、指定管理者が必要であると認めるときは、市長の承認を得て、前項の開場時間を変更する

ことができる。 

３ 前項の場合において、指定管理者は、その旨を火葬場への掲示その他の方法により、原則として１箇月前までに周知

するものとする。ただし、そのいとまがないときは、この限りでない。 

（休場日） 

第７条 火葬場の休場日は、１月１日とする。ただし、指定管理者は、必要があると認めるときは、市長の承認を得て、

これを変更することができる。 

２ 火葬場を臨時に開場し、又は休場する場合においては、前条第３項の規定を準用する。 

（使用の許可） 

第８条 施設を使用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。 

２ 指定管理者は、施設の使用が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条第２

号に規定する暴力団（以下「暴力団」という。）の活動を助長し、又は暴力団の利益になると認めるときは、その使用

を許可しないことができる。 

（使用の許可の取消し等） 

第９条 指定管理者は、次の各号に掲げる事項に該当すると認めるときは、使用の許可を取り消すことができる。 

⑴ 火葬場を破損するおそれがあると認めるとき。 

⑵ 公の秩序又は善良な風俗をみだすおそれがあると認めるとき。 

⑶ 施設の使用について、暴力団の活動を助長し、又は暴力団の利益になると認めるとき。 

⑷ その他管理上支障のおそれがあるとき。 

（使用の許可の条件） 

52



第１０条 指定管理者は、施設の使用を許可するときは、使用目的、期間及び使用料、その他管理上必要な条件を付ける

ことができる。 

（使用料） 

第１１条 第８条第１項の規定により施設の使用の許可を受けた者（以下「使用者」という。）は、別表に定める使用料

を納付しなければならない。 

２ 使用料は、使用の許可を受けた際に納付しなければならない。 

（使用料の減免） 

第１２条 市長は、特別の理由があると認めるときは、前条に定める使用料を減額し、又は免除することができる。 

（使用料の還付） 

第１３条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特に必要と認めるときは、その全部又は一部を還付することが

できる。 

（原状回復義務） 

第１４条 使用者は、施設の使用を終えたとき、又は第９条の規定により許可が取り消されたときは、直ちに原状に回復

して返還しなければならない。 

（損害賠償） 

第１５条 使用者は、施設の使用中、建物又は設備を毀損し、又は滅失した場合において、前条に基づく原状回復ができ

ないときは、市長の認定に基づき損害を賠償しなければならない。 

 附則の次に次の別表を加える。 

 別表（第１１条関係） 

 区分 単位 
使用料 

泉南市及び阪南市の住民 左記以外の住民 
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12歳以上の遺体 

12歳未満の遺体 

生後1箇月未満の遺体及び死産児 

手術肢体及び胞衣汚物 

愛玩動物等 

１体 

１体 

１体 

１個 

１体 

20,000円 

13,000円 

6,000円 

6,000円 

3,000円 

100,000円 

65,000円 

30,000円 

30,000円 

－ 

多目的室 午前９時から午後６時まで 

     午後６時から翌日の午前９時まで 

１時間 

１回 

1,500円 

11,500円 

4,500円 

34,500円 

備考 

  １ この表中「泉南市及び阪南市の住民」とは、死亡者が死亡の当時泉南市又は阪南市に住所を有していた者をいう。 

   ただし、手術肢体及び胞衣汚物については使用者が、愛玩動物等については所有者が泉南市又は阪南市に住所を有

している者をいう。 

  ２ この表中「左記以外の住民」とは、前項の規定による者以外のものをいう。 

（泉南市廃棄物の減量化及び適正処理等に関する条例の一部改正） 

第２条 泉南市廃棄物の減量化及び適正処理等に関する条例（平成５年泉南市条例第２７号）の一部を次のように改正する。 

 別表動物の死体の項を削る。 

（泉南市火葬場設置条例の廃止） 

第３条 泉南市火葬場設置条例（昭和３９年泉南市条例第８号）は、廃止する。 

（泉南市火葬場管理条例の廃止） 

第４条 泉南市火葬場管理条例（平成１９年泉南市条例第２１号）は、廃止する。 

附 則 

（施行期日） 
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１ この条例は、規則で定める日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例の施行の日（以下「施行日」という。）前に泉南市火葬場管理条例の規定により行った使用許可（施行日以後

の使用に係るものに限る。）は、この条例による改正後の泉南阪南共立火葬場条例（以下「新条例」という。）の規定に

より行った使用許可とみなす。 

３ 新条例別表の規定は、施行日以後に死亡した者について適用し、施行日前に死亡した者については、なお従前の例によ

る。 

（準備行為） 

４ 施行日前においても、使用許可等に関する指定管理者が行う業務について必要な準備行為を指定管理者になるべき者

に行わせることができる。 
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議案第７号 

 

泉南市地域包括支援センターにおける包括的支援事業の実施に係る人員等の基準に関す

る条例の一部を改正する条例の制定について 
 

泉南市地域包括支援センターにおける包括的支援事業の実施に係る人員等の基準に関する条例の一部を改正する条例を別

紙のように定める。 

 

平成３０年９月５日提出 

 

                  泉南市長 竹 中 勇 人 

 

提案理由 

 介護保険法施行規則の一部を改正する省令（平成２９年厚生労働省令第４８号）が平成２９年３月３１日に施行されたこ

とに伴い、本市条例においても所要の措置を講じる必要があるため、本条例を提案するものである。 
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泉南市条例第 号 

 

泉南市地域包括支援センターにおける包括的支援事業の実施に係る人員等の基準に関す

る条例の一部を改正する条例 
 

泉南市地域包括支援センターにおける包括的支援事業の実施に係る人員等の基準に関する条例（平成２７年泉南市条例第

１５号）の一部を次のように改正する。 

第３条第１項第３号中「専門員（」の次に「介護支援専門員であって、」を、「第１４０条の６８第１項」の次に「第１

号」を加え、「した者」を「したもの（当該研修を修了した日（以下この号において「修了日」という。）から起算して５

年を経過した者にあっては、修了日から起算して５年を経過するごとに、当該経過する日までの間に、同項第２号に規定す

る主任介護支援専門員更新研修を修了している者に限る。）」に改める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

（経過措置） 

２ 平成２６年度までに主任介護支援専門員研修を修了した者（以下「平成２６年度以前修了者」という。）については、

平成３１年３月３１日（平成２４年度から平成２６年度までに主任介護支援専門員研修を修了した者にあっては、平成３

２年３月３１日）までの間は、この条例による改正後の泉南市地域包括支援センターにおける包括的支援事業の実施に係

る人員等の基準に関する条例（以下「新条例」という。）第３条第１項第３号に規定する日までの間に主任介護支援専門

員更新研修を修了しているものとみなす。 

３ 前項の規定により新条例第３条第１項第３号に規定する日までの間に主任介護支援専門員更新研修を修了しているもの
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とみなされた者に係る最初の主任介護支援専門員更新研修（同号の規定により、同号に規定する修了日から５年を経過す

るごとに、当該経過する日までの間に受ける主任介護支援専門員研修のうち最初のものをいう。次項において同じ。）以

外の主任介護支援専門員更新研修については、同号に規定する修了日は、最初の主任介護支援専門員更新研修を修了した

日とする。 

４ 前項の規定は、平成２６年度以前修了者が、最初の主任介護支援専門員更新研修を修了した日から起算して５年を経過

するごとに、当該経過する日までの間に主任介護支援専門員更新研修を修了しないことにより、新条例第３条第１項第３

号に規定する主任介護支援専門員に該当しないこととなった場合には、適用しない。 
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議案第８号 

 

平成３０年度大阪府泉南市一般会計補正予算（第４号） 

 

 平成３０年度大阪府泉南市の一般会計補正予算（第４号）は、次に定めるところによる。 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１４４，０２７千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 

２４，２２５，００２千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出

予算補正」による。 

（債務負担行為の補正） 

第２条 債務負担行為の補正は、「第２表  債務負担行為補正」による。 

（地方債の補正） 

第３条 地方債の補正は、「第３表 地方債補正」による。 

 

平成３０年９月５日提出 

 

泉南市長 竹 中 勇 人 
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１  追　　加

第３表　地方債補正

１  変　　更

防災用広報システム整備事業 普通貸借

(証書借入)

又　　は

証券発行

臨時財政対策債 〃 〃

（ただし、利率見直し方
式で借り入れる政府資金
及び地方公共団体金融機
構資金について、利率の
見直しを行った後におい
ては当該見直し後の利
率）

６

利　　　率

年％以内

　平成３０年度～
　平成３５年度

　平成３０年度～
　平成４０年度

住民票等コンビニ交付事業
（平成３０年度）

幼稚園バス運行委託事業
（平成３０年度）

期　　　間事　　　　項 限　　　度　　　額

２０，０００千円

２３３，９９０千円

　　千円 年％以内

第２表　債務負担行為補正

起　債　の　目　的
補 正 前 補 正 後

限　度　額 起債の方法 償 還 方 法 利 率 償 還 方 法

　　千円

限 度 額 起債の方法

〃

補正前と同じ 補正前と同じ補正前と同じ9,700

〃1,011,163 〃1,020,000 〃

子ども・子育て支援事業計画策定等
委託事業
（平成３０年度）

　平成３０年度～
　平成３１年度

６，０００千円

政府その他の金融機関の資
金については、その融通条
件による。ただし、財政の
都合により、償還期限及び
据置期間を短縮し、又は繰
上償還若しくは低利に借り
換えることができる。

8,500
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その他の

手　　当
人 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円

長　等 3 0 18,273 7,037 1,099 8,196 34,605 4,849 39,454

議　員 16 87,472 0 36,697 0 0 124,169 33,213 157,382

その他の
特別職

972 63,832 0 0 0 0 63,832 0 63,832

計 991 151,304 18,273 43,734 1,099 8,196 222,606 38,062 260,668

長　等 3 0 20,126 7,037 1,210 8,507 36,880 5,226 42,106

議　員 16 87,472 0 36,697 0 0 124,169 33,213 157,382

その他の
特別職

980 63,924 0 0 0 0 63,924 0 63,924

計 999 151,396 20,126 43,734 1,210 8,507 224,973 38,439 263,412

長　等 0 0 △ 1,853 0 △ 111 △ 311 △ 2,275 △ 377 △ 2,652

議　員 0 0 0 0 0 0 0 0 0

その他の
特別職

△ 8 △ 92 0 0 0 0 △ 92 0 △ 92

計 △ 8 △ 92 △ 1,853 0 △ 111 △ 311 △ 2,367 △ 377 △ 2,744

給　　与　　費　　明　　細　　書

１．特別職

区　　　　分 職員数

給　　　　　　与　　　　　　費

共済費 合　計 備　　　考
報酬 給料 期末手当 地域手当 計

補正後

その他の手当　

通勤手当　　 36千円
児童手当　　  0千円
退職手当　8,160千円

比　較

補正前

その他の手当　

通勤手当　　257千円
児童手当　　 90千円
退職手当　8,160千円
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 ２．一  般  職

（１）  総  括

給　料 職員手当等 計

人 千円 千円 千円 千円 千円

489 1,712,459 1,349,160 3,061,619 595,114 3,656,733

496 1,741,755 1,246,453 2,988,208 599,184 3,587,392

△ 7 △ 29,296 102,707 73,411 △ 4,070 69,341

千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円

54,362 106,072 38,400 13,898 64,958 696 31,909 6,175

53,914 107,804 42,384 13,544 67,161 1,048 31,577 6,175

448 △ 1,732 △ 3,984 354 △ 2,203 △ 352 332 0

千円 千円 千円 千円 千円

19,010 0 407,943 278,403 327,334

21,225 0 415,496 284,270 201,855

△ 2,215 0 △ 7,553 △ 5,867 125,479

児童手当

比　較

区  分 共済費 合   計職員数

補正後

補正前

給　　　与　　　費
備　　　　考

扶養手当 住居手当地域手当 超過勤務手当 特殊勤務手当
管理職員特
別勤務手当

職員手当
等の内訳

区  分

補正後

補正前

比  較

比  較

区  分

補正後

補正前

単身赴任手当

通勤手当

期末手当

管理職手当

勤勉手当 退職手当
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（２）給料及び職員手当等の増減額の明細

区  分 増減額 説                明

千円 千円

　
補正後 370人 119人 489人

補正前 384人 112人 496人

比 　較 △14人 7人 △7人

千円 千円

扶養手当 448  千円

地域手当 △ 1,732  千円

管理職手当 △ 3,984  千円

住居手当 354  千円

超過勤務手当 △ 2,203  千円

管理職員特別勤務手当 △ 352  千円

通勤手当 332  千円

特殊勤務手当 0  千円

児童手当 △ 2,215  千円

単身赴任手当 0  千円

期末手当 △ 7,553  千円

勤勉手当 △ 5,867  千円

退職手当 125,479  千円

計

備      　　　  考

給　　料 △ 29,296 人事異動等に伴う増減分

増減事由別明細

職員の異動状況 一般職員 任期付職員

△ 29,296 人事異動等による増減

職員手当等 102,707 人事異動等に伴う増減分 102,707

早期退職者及び自己都合
退職者の増加

人事異動等による増減
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（単位：千円）

前 年 度 末 当 該 年 度 中 当 該 年 度 末 前 年 度 末 当 該 年 度 中 当 該 年 度 末

現 在 高 見 込 額 起 債 見 込 額 現 在 高 見 込 額 現 在 高 見 込 額 起 債 見 込 額 現 在 高 見 込 額

1. 15,747,618 907,100 15,408,118 13,791,119 2,353,900 14,898,419

(1) 土 木 3,546,788 169,300 3,091,853 3,500,588 169,300 3,045,653

(2) 農 林 水 産 137,003 7,100 97,474 125,903 22,100 101,374

(3) 教 育 3,864,909 26,700 3,759,473 2,256,188 1,457,300 3,581,352

(4) 公 営 住 宅 402,122 600 351,739 401,342 600 350,959

(5) 民 生 396,976 45,900 401,367 382,076 45,900 386,467

(6) 衛 生 1,294,785 623,000 1,843,715 1,022,986 623,000 1,571,916

(7) 総 務 5,962,525 8,500 5,720,042 5,959,526 8,500 5,717,043

(8) 消 防 142,510 26,000 142,455 142,510 27,200 143,655

2. 101,338 10,400 101,711 100,038 10,400 100,411

(1) 土 木 99,338 6,700 96,011 99,038 6,700 95,711

(2) 農 林 2,000 3,700 5,700 1,000 3,700 4,700

4. 214,631 0 160,691 214,350 0 160,410

(1) 住民税等減税補てん債 214,631 0 160,691 214,350 0 160,410

6. 11,377,031 1,451,000 11,650,572 11,376,364 1,442,163 11,641,068

(1) 臨 時 財 政 対 策 債 11,377,031 1,451,000 11,650,572 11,376,364 1,442,163 11,641,068

7. 711,800 0 497,840 710,800 0 496,840

(1) 退 職 手 当 債 711,800 0 497,840 710,800 0 496,840

28,303,885 2,368,500 27,958,255 26,344,138 3,806,463 27,436,471計

地方債現在高の補正調書

区 分

補 正 前 の 額 補 正 後 の 額

普 通 債

災 害 復 旧 債

住 民 税 等 減 税 補 て ん 債

臨 時 財 政 対 策 債

退 職 手 当 債
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参   考 款   別   現   計   予   算   表
１．歳 入

（単位：千円・％）

款 現 計 予 算 額 今 回 予 算 額 計 比     率

(1) 市 税     9,001,090     9,001,090  37.2

(2) 地方譲与税 154,400   154,400   0.6

(3) 利子割交付金 9,700    9,700 －

(4) 配当割交付金 46,700   46,700   0.2

(5) 株式等譲渡所得割交付金 46,700 46,700   0.2

(6) 地方消費税交付金     1,160,100     1,160,100   4.8

(7) ゴルフ場利用税交付金 47,400 47,400   0.2

(8) 自動車取得税交付金 61,000 61,000   0.3

(9) 地方特例交付金 46,200 △5,622 40,578   0.2

(10)地方交付税     2,673,470    109,956     2,783,426  11.5

(11)交通安全対策特別交付金 10,221 10,221 －

(12)分担金及び負担金     1,001,248     1,001,248   4.1

(13)使用料及び手数料 370,453 370,453   1.5

(14)国庫支出金     3,922,839      5,641     3,928,480  16.2

(15)府支出金     1,820,893 217     1,821,110   7.5

(16)財産収入 66,871 2,748 69,619   0.3

(17)寄　附　金 164,215    164,215   0.7

(18)繰　入　金 900,704 △1,200 899,504   3.7

(19)諸　収　入 208,271     30,061 238,332   1.0

(20)市 債     2,368,500 △7,637     2,360,863   9.8

(21)繰　越　金 9,863      9,863 －
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（単位：千円・％）

款 現 計 予 算 額 今 回 予 算 額 計 比     率

歳     入     合     計    24,080,975       144,027    24,225,002 100.0
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２．歳       出

（単位：千円・％）

款 現 計 予 算 額 今 回 予 算 額 計 比     率

(1) 議　会　費                                            225,631       △1,487       224,144   0.9

(2) 総　務　費                                          2,088,288        12,509     2,100,797   8.7

(3) 民　生　費                                         10,642,377        11,103    10,653,480  44.0

(4) 衛　生　費                                          3,114,221       △1,056     3,113,165  12.9

(5) 農林水産業費                                          151,675        12,204       163,879   0.7

(6) 商　工　費                                             86,614       △1,273        85,341   0.4

(7) 土　木　費                                          1,535,087      △11,034     1,524,053   6.3

(8) 消　防　費                                          1,002,995     1,002,995   4.1

(9) 教　育　費                                          1,920,806        66,147     1,986,953   8.2

(10)公　債　費                                          2,988,039     2,988,039  12.3

(11)諸支出金                                              294,342        56,914       351,256   1.4

(12)予　備　費                                             20,000        20,000   0.1

(13)災害復旧費                                             10,900        10,900 －

歳     出     合     計    24,080,975       144,027    24,225,002 100.0
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議案第９号 

 

平成３０年度大阪府泉南市樽井地区財産区会計補正予算（第１号） 

 

 平成３０年度大阪府泉南市の樽井地区財産区会計補正予算（第１号）は、次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第１表 歳入

歳出予算補正」による。 

 

 

  平成３０年９月５日提出 

 

                               泉南市長 竹 中 勇 人 
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白  紙 

118

kagotani2320
長方形
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白  紙 

120

kagotani2320
長方形



平成３０年度 

 

大阪府泉南市樽井地区財産区会計補正予算（第１号）事項別明細書 



白  紙 

kagotani2320
長方形
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白  紙 

122

kagotani2320
長方形



議案第１０号 

 

平成３０年度大阪府泉南市国民健康保険事業特別会計補正予算（第１号） 

 

 平成３０年度大阪府泉南市の国民健康保険事業特別会計補正予算（第１号）は、次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算の補正） 

第 1 条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１８５，７８４千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 

７，８００，３２１千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出 

予算補正」による。 

 

  平成３０年９月５日提出 

 

泉南市長 竹 中 勇 人 

 

 

123



白  紙 

124

kagotani2320
長方形
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平成３０年度 

 

大阪府泉南市国民健康保険事業特別会計補正予算（第１号）事項別明細書 

 



白  紙 

kagotani2320
長方形
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２．一  般  職

（１）  総  括

給　料 職員手当等 計

人 千円 千円 千円 千円 千円

16 56,825 36,351 93,176 20,059 113,235

15 55,001 36,550 91,551 19,684 111,235

1 1,824 △ 199 1,625 375 2,000

千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円

1,212 3,483 576 918 3,814 1,228 684 880 13,974 9,582

1,272 3,377 576 1,539 3,814 1,082 684 780 13,877 9,549

△ 60 106 0 △ 621 0 146 0 100 97 33

超過勤務手当管理職手当 勤勉手当

備　　　　　　　　考

特殊勤務手当通勤手当 期末手当児童手当

給　　　与　　　費

扶養手当 住居手当地域手当

職員手当
等の内訳

区  分

補正後

補正前

比  較

給  与  費  明  細  書

比　較

区  分 共済費 合   計職員数

補正後

補正前
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（２）給料及び職員手当等の増減額の明細

区  分 増減額 説                明

千円 千円 　職員の異動状況 一般職員 任期付職員 計

　 補正後 15人 1人 16人

補正前 14人 1人 15人

比　 較 1人 0人 1人

扶養手当 △ 60 千円 特殊勤務手当 0 千円

地域手当 106 千円 児童手当 100 千円

管理職手当 0 千円 期末手当 97 千円

住居手当 △ 621 千円 勤勉手当 33 千円

超過勤務手当 0 千円

通勤手当 146 千円

1,824 人事異動による増減

職　 員
手当等

給　　料

△ 199

増減事由別明細 備      　　　  考

人事異動に伴う増減分 △ 199 人事異動による増減

1,824 人事異動に伴う増減分
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白  紙 
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kagotani2320
長方形



議案第１１号 

 

平成３０年度大阪府泉南市下水道事業特別会計補正予算（第２号） 

 

 平成３０年度大阪府泉南市の下水道事業特別会計補正予算（第２号）は、次に定めるところによる。 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ２２９千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 

２，２７８，８００千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出

予算補正」による。 

 

  平成３０年９月５日提出 

 

泉南市長 竹 中 勇 人 

 

133



白  紙 
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kagotani2320
長方形



135



136



平成３０年度 

 

大阪府泉南市下水道事業特別会計補正予算（第２号）事項別明細書 



白  紙 

kagotani2320
長方形
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１．一  般  職

（１）  総  括

給　料 職員手当等 計

人 千円 千円 千円 千円 千円

11 43,737 30,696 74,433 16,120 90,553

11 43,737 30,502 74,239 16,085 90,324

0 0 194 194 35 229

千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円

2,562 2,774 576 1,173 1,514 786 132 1,380 11,733 8,066

2,562 2,774 576 1,076 1,514 689 132 1,380 11,733 8,066

0 0 0 97 0 97 0 0 0 0

超過勤務手当管理職手当 勤勉手当

備　　　　　　　　考

特殊勤務手当通勤手当 期末手当児童手当

給　　　与　　　費

扶養手当 住居手当地域手当

職員手当
等の内訳

区  分

補正後

補正前

比  較

給  与  費  明  細  書

比　較

区  分 共済費 合   計職員数

補正後

補正前
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（２）給料及び職員手当等の増減額の明細

区  分 増減額 説                明

千円 千円 　職員の異動状況 一般職員 任期付職員 計

　 補正後 11人 0人 11人

補正前 11人 0人 11人

比　 較 0人 0人 0人

扶養手当 0 千円 特殊勤務手当 0 千円

地域手当 0 千円 児童手当 0 千円

管理職手当 0 千円 期末手当 0 千円

住居手当 97 千円 勤勉手当 0 千円

超過勤務手当 0 千円

通勤手当 97 千円

給　　料

職　 員
手当等

194

増減事由別明細 備      　　　  考

人事異動等に伴う増減
分

194 人事異動等による増減

0 0
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議案第１２号 
 

   平成３０年度大阪府泉南市介護保険事業特別会計補正予算（第２号） 
 
 平成３０年度大阪府泉南市の介護保険事業特別会計補正予算（第２号）は、次に定めるところによる。 
 （歳入歳出予算の補正） 
第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１８９，６１８千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 
 ５，７０８，７０２千円とする。 
２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出 

予算補正」による。 
 

平成３０年９月５日提出 
 

                               泉南市長 竹 中 勇 人 
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白  紙 
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kagotani2320
長方形
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平成３０年度 

 
大阪府泉南市介護保険事業特別会計補正予算（第２号）事項別明細書 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



白  紙 

kagotani2320
長方形
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白  紙 
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kagotani2320
長方形



議案第１３号 
 

   平成３０年度大阪府泉南市後期高齢者医療事業特別会計補正予算（第１号） 

 
 平成３０年度大阪府泉南市の後期高齢者医療事業特別会計補正予算（第１号）は、次に定めるところによる。 
 （歳入歳出予算の補正） 
第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１１，６８６千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ   

８３６，１８１千円とする。 
２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出 
予算補正」による。 
 
平成３０年９月５日提出 

 
                               泉南市長 竹 中 勇 人 
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白  紙 
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kagotani2320
長方形
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平成３０年度 

 

大阪府泉南市後期高齢者医療事業特別会計補正予算（第１号）事項別明細書 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



白  紙 

kagotani2320
長方形
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１．一  般  職

（１）  総  括

給　料 職員手当等 計

人 千円 千円 千円 千円 千円

3 8,103 4,861 12,964 2,509 15,473

2 6,079 3,876 9,955 1,877 11,832

1 2,024 985 3,009 632 3,641

千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円

432 513 0 294 474 75 0 120 1,771 1,182

432 391 0 0 474 75 0 120 1,460 924

0 122 0 294 0 0 0 0 311 258

超過勤務手当管理職手当 勤勉手当

備　　　　　　　　考

特殊勤務手当通勤手当 期末手当児童手当

給　　　与　　　費

扶養手当 住居手当地域手当

職員手当
等の内訳

区  分

補正後

補正前

比  較

給  与  費  明  細  書

比　較

区  分 共済費 合   計職員数

補正後

補正前
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（２）給料及び職員手当等の増減額の明細

区  分 増減額 説                明

千円 千円 　職員の異動状況 一般職員 任期付職員 計

　 補正後 2人 1人 3人

補正前 1人 1人 2人

比　 較 1人 0人 1人

扶養手当 0 千円 特殊勤務手当 0 千円

地域手当 122 千円 児童手当 0 千円

管理職手当 0 千円 期末手当 311 千円

住居手当 294 千円 勤勉手当 258 千円

超過勤務手当 0 千円

通勤手当 0 千円

職　 員
手当等

985

増減事由別明細

給　　料

備      　　　  考

人事異動等に伴う増減
分

985 人事異動等による増減

2,024
人事異動等に伴う増減
分

2,024 人事異動等による増減
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白  紙 
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kagotani2320
長方形



議案第１４号 

 

   平成３０年度泉南市水道事業会計補正予算（第１号） 

 

（総則） 

第１条 平成３０年度泉南市の水道事業会計補正予算（第１号）は、次に定めるところによる。 

 （収益的収入及び支出） 

第２条 平成３０年度泉南市水道事業会計予算（以下「予算」という。）第３条に定めた収益的支出の予定額を次のとおり

補正する。 

 

支     出 

                既決予定額        補正予定額        計 

第１款 水道事業費用   １，５３７，２９２千円  １６，３２７千円   １，５５３，６１９千円 

  第１項   営業費用  １，４３５，８５９千円  １６，７８８千円   １，４５２，６４７千円 

  第２項   営業外費用    ９１，４３３千円    △４６１千円      ９０，９７２千円  

 

（資本的支出） 

第３条 予算第４条中「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額２８３，３０８千円」を「資本的収入額が資本的支

出額に対し不足する額２８３，１７５千円」に、「過年度分損益勘定留保資金２６７，４８４千円」を「過年度分損益勘

定留保資金２６７，３５１千円」に改め、資本的支出の予定額を次のとおり補正する。 
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  支     出 

                 既決予定額          補正予定額         計 

第１款  資本的支出     ４７７，２７９千円       △１３３千円     ４７７，１４６千円 

  第１項  建設改良費    ２６２，７１２千円       △１３３千円     ２６２，５７９千円 

 

（議会の議決を経なければ流用することのできない経費） 

第４条 予算第８条の職員給与費「１６２，８２５千円」を「１７３，４０８千円」に補正する。 

  

平成３０年９月５日提出 

 

                               泉南市長 竹 中 勇 人 
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1.総　括

13 2

5

18 2

11 2

5

16 2

2 0

0 0

2 0

47,879

給 与 費 明 細 書

（単位：千円）

法定福利費 合　　計

職 員 数 給 与 費

計

8,267 45,655

区 分

一般職
（人）

その他
（人）

報 酬 給 料 手 当

損益勘定支弁職員 113 56,798 50,668 107,579 20,174

65,400 144,967 28,441

127,753

補正後 資本勘定支弁職員 0 22,656 14,732 37,388

173,408

損益勘定支弁職員 113 50,469 98,461 18,576 117,037

合　　計 113 79,454

補正前 資本勘定支弁職員 0 22,664 14,596 37,260 8,528 45,788

合　　計 113 73,133 62,475 135,721 27,104 162,825

損益勘定支弁職員 0 6,329 2,789 9,118 1,598

比較 資本勘定支弁職員 0 △8 136 128

0 6,321 2,925 9,246 1,337

10,716

△261 △133

10,583

区分 扶養手当 地域手当 期末手当 勤勉手当 住居手当 通勤手当 管理職手当

合　　計

補正後 2,754 4,906 20,252 13,680 648 1,279 2,400

補正前 2,676 4,524 18,679 12,804 648 1,112 2,496

手当の内訳
比　較 78 382 1,573 876 0 167 △96

区分 超勤手当 特殊勤務手当 児童手当 退職給付費 宿日直手当 浄水場管理手当

補正後 6,911 185 905 11,480 0 0

補正前 6,911 185 960 11,480 0 0

比　較 0 0 △55 0 0 0
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2.給料及び手当の増減額の明細

人事異動に伴う増減分

人事異動に伴う増減分 1,337

退 職 給 付 費 0

超 勤 手 当 0

児 童 手 当 △ 55

勤 勉 手 当

共済費 1,337 1,337 人事異動による増減 法 定 福 利 費

0

通 勤 手 当 167

期 末 手 当 1,249

人事異動に伴う増減分 2,367 人事異動による増減

管 理 職 手 当 △ 96

扶 養 手 当 78

地 域 手 当 382

手　当 2,367

642

住 居 手 当

給　料 6,321 6,321 人事異動による増減 給 料 6,321

区分 増　減　額 増　減　事　由　内　訳 説　　　　　明 備　　　　　考

（単位：千円）
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議案第１５号 
 

   平成２９年度大阪府泉南市一般会計歳入歳出決算認定について 

 
 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３３条第３項の規定により、平成２９年度大阪府泉南市一般会計歳入歳出決

算を別紙監査委員の意見を付けて議会の認定に付す。 
 
  平成３０年９月５日提出 
 
                               泉南市長 竹 中 勇 人 
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議案第１６号 
 

   平成２９年度大阪府泉南市樽井地区財産区会計歳入歳出決算認定について 

 
 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３３条第３項の規定により、平成２９年度大阪府泉南市樽井地区財産区会計

歳入歳出決算を別紙監査委員の意見を付けて議会の認定に付す。 
 
  平成３０年９月５日提出 
 
                               泉南市長 竹 中 勇 人 
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議案第１７号 
 

   平成２９年度大阪府泉南市狐池財産区会計歳入歳出決算認定について 

 
 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３３条第３項の規定により、平成２９年度大阪府泉南市狐池財産区会計歳入

歳出決算を別紙監査委員の意見を付けて議会の認定に付す。 
 
  平成３０年９月５日提出 
 
                               泉南市長 竹 中 勇 人 
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議案第１８号 
 

   平成２９年度大阪府泉南市信達市場（久堀池）財産区会計歳入歳出決算認定について 

 
 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３３条第３項の規定により、平成２９年度大阪府泉南市信達市場（久堀池）

財産区会計歳入歳出決算を別紙監査委員の意見を付けて議会の認定に付す。 
 
  平成３０年９月５日提出 
 
                               泉南市長 竹 中 勇 人 
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議案第１９号 
 

   平成２９年度大阪府泉南市馬場財産区会計歳入歳出決算認定について 

 
 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３３条第３項の規定により、平成２９年度大阪府泉南市馬場財産区会計歳入

歳出決算を別紙監査委員の意見を付けて議会の認定に付す。 
 
  平成３０年９月５日提出 
 
                               泉南市長 竹 中 勇 人 

177



白  紙 

178

kagotani2320
長方形



議案第２０号 
 

   平成２９年度大阪府泉南市男里財産区会計歳入歳出決算認定について 

 
 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３３条第３項の規定により、平成２９年度大阪府泉南市男里財産区会計歳入

歳出決算を別紙監査委員の意見を付けて議会の認定に付す。 
 
  平成３０年９月５日提出 
 
                               泉南市長 竹 中 勇 人 
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議案第２１号 
 

   平成２９年度大阪府泉南市海営宮池財産区会計歳入歳出決算認定について 

 
 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３３条第３項の規定により、平成２９年度大阪府泉南市海営宮池財産区会計

歳入歳出決算を別紙監査委員の意見を付けて議会の認定に付す。 
 
  平成３０年９月５日提出 
 
                               泉南市長 竹 中 勇 人 
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議案第２２号 
 

   平成２９年度大阪府泉南市信達市場財産区会計歳入歳出決算認定について 

 
 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３３条第３項の規定により、平成２９年度大阪府泉南市信達市場財産区会計

歳入歳出決算を別紙監査委員の意見を付けて議会の認定に付す。 
 
  平成３０年９月５日提出 
 
                               泉南市長 竹 中 勇 人 
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議案第２３号 
 

   平成２９年度大阪府泉南市新家高野・野口（大掛）財産区会計歳入歳出決算認定に 
   ついて 
 
 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３３条第３項の規定により、平成２９年度大阪府泉南市新家高野・野口（大

掛）財産区会計歳入歳出決算を別紙監査委員の意見を付けて議会の認定に付す。 
 
  平成３０年９月５日提出 
 
                               泉南市長 竹 中 勇 人 
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議案第２４号 
 

   平成２９年度大阪府泉南市幡代財産区会計歳入歳出決算認定について 

 
 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３３条第３項の規定により、平成２９年度大阪府泉南市幡代財産区会計歳入

歳出決算を別紙監査委員の意見を付けて議会の認定に付す。 
 
  平成３０年９月５日提出 
 
                               泉南市長 竹 中 勇 人 
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議案第２５号 
 

   平成２９年度大阪府泉南市信達岡中財産区会計歳入歳出決算認定について 

 
 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３３条第３項の規定により、平成２９年度大阪府泉南市信達岡中財産区会計

歳入歳出決算を別紙監査委員の意見を付けて議会の認定に付す。 
 
  平成３０年９月５日提出 
 
                               泉南市長 竹 中 勇 人 
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議案第２６号 
 

   平成２９年度大阪府泉南市信達岡中新池財産区会計歳入歳出決算認定について 

 
 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３３条第３項の規定により、平成２９年度大阪府泉南市信達岡中新池財産区

会計歳入歳出決算を別紙監査委員の意見を付けて議会の認定に付す。 
 
  平成３０年９月５日提出 
 
                               泉南市長 竹 中 勇 人 
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議案第２７号 
 

   平成２９年度大阪府泉南市国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算認定について 

 
 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３３条第３項の規定により、平成２９年度大阪府泉南市国民健康保険事業特

別会計歳入歳出決算を別紙監査委員の意見を付けて議会の認定に付す。 
 
  平成３０年９月５日提出 
 
                               泉南市長 竹 中 勇 人 
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議案第２８号 
 

   平成２９年度大阪府泉南市下水道事業特別会計歳入歳出決算認定について 

 
 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３３条第３項の規定により、平成２９年度大阪府泉南市下水道事業特別会計

歳入歳出決算を別紙監査委員の意見を付けて議会の認定に付す。 
 
  平成３０年９月５日提出 
 
                               泉南市長 竹 中 勇 人 

195



白  紙 

196

kagotani2320
長方形



議案第２９号 
 

   平成２９年度大阪府泉南市汚水処理施設管理特別会計歳入歳出決算認定について 

 
 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３３条第３項の規定により、平成２９年度大阪府泉南市汚水処理施設管理特

別会計歳入歳出決算を別紙監査委員の意見を付けて議会の認定に付す。 
 
  平成３０年９月５日提出 
 
                               泉南市長 竹 中 勇 人 
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議案第３０号 
 

   平成２９年度大阪府泉南市介護保険事業特別会計歳入歳出決算認定について 

 
 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３３条第３項の規定により、平成２９年度大阪府泉南市介護保険事業特別会

計歳入歳出決算を別紙監査委員の意見を付けて議会の認定に付す。 
 
  平成３０年９月５日提出 
 
                               泉南市長 竹 中 勇 人 

199



白  紙 

200

kagotani2320
長方形



議案第３１号 
 

   平成２９年度大阪府泉南市後期高齢者医療事業特別会計歳入歳出決算認定について 

 
 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３３条第３項の規定により、平成２９年度大阪府泉南市後期高齢者医療事業

特別会計歳入歳出決算を別紙監査委員の意見を付けて議会の認定に付す。 
 
  平成３０年９月５日提出 
 
                               泉南市長 竹 中 勇 人 
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議案第３２号 
 

   平成２９年度大阪府泉南市公共用地取得事業特別会計歳入歳出決算認定について 

 
 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３３条第３項の規定により、平成２９年度大阪府泉南市公共用地取得事業特

別会計歳入歳出決算を別紙監査委員の意見を付けて議会の認定に付す。 
 
  平成３０年９月５日提出 
 
                               泉南市長 竹 中 勇 人 
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議案第３３号 
 

   平成２９年度泉南市水道事業会計決算認定について 

 
 地方公営企業法（昭和２７年法律第２９２号）第３０条第４項の規定により、平成２９年度泉南市水道事業会計決算を別

紙監査委員の意見を付けて議会の認定に付す。 
 
  平成３０年９月５日提出 
 
                               泉南市長 竹 中 勇 人 
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